
議案第 ８ 号 

 

 

令和６年度上富田町特別会計朝来財産区補正予算（第２号） 

 

 

令和６年度上富田町の特別会計朝来財産区補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１７０千円を追加し、歳 

 入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３，１６３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第 214 条の規定より債務を負担する行為をすることができ

る事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

 

 

 

令和７年 １月１５日提出 

 

                     上富田町朝来財産区管理者 

上富田町長 奥 田  誠   



3 7,172 170 7,342

1 基金繰入金 7,172 170 7,342

12,993 170 13,163

2 12,001 170 12,171

1 総務管理費 12,001 170 12,171

歳　　出　　合　　計

12,993 170 13,163歳　　出　　合　　計

総務費

千円

歳　　出

計

 千円 千円 千円

千円

款 項

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款

補　正　額補正前の額

千円

補正前の額

千円

項

繰入金

歳　　入　　合　　計

計

 千円

補　正　額



第２表
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　　千円

           1,000
裁判所における調停対応委託料

令和　７年度

事　　項 期　　間 限　度　額

　　（公衆用道路の明渡し請求のための
　　　調停申立事件）





１　総　　括

（歳　　入）

3 繰入金 7,172 170 7,342

12,993 170 13,163

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円  千円
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（歳　　出）

2 総務費 12,001 170 12,171

12,993 170 13,163

款 補正前の額 補　正　額 計

歳　　出　　合　　計
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7,172計 170 7,342
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△3301 170委託料 弁護士業務委託料

特別会計朝来財産区

裁判所における調停対応委託料 500


